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みんなの情報源
　

町
で
は
、
職
員
自
ら
が
地
域
協

働
の
担
い
手
と
し
て
活
動
す
る
た

め
に
町
内
へ
居
住
す
る
こ
と
を
推

奨
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
方
針
に

共
感
を
持
つ
人
の
応
募
を
歓
迎
し

て
い
ま
す
。

試
験
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
数

 

・
初
級
行
政
職　

７
人
程
度

 

・
社
会
福
祉
士　

１
人

 

・
土
木
技
師　
　

若
干
名

受
験
資
格

　

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
職

員
採
用
情
報
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

　

５
月
22
日
㈮
ま
で

申
し
込
み
方
法

　

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ま
た
は
２
次
元

コ
ー
ド
か
ら
受
験
申
込
サ
イ
ト
（
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
ネ
ク
ト
）
に
よ
り
申

し
込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
会

員
登
録
（
無
料
）
が

必
要
で
す
。

 

※�

郵
送
お
よ
び
持
参
に
よ
る
申
し

込
み
受
付
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
前
記
の
専
用
サ
イ
ト
か
ら

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

第
１
次
試
験
（
初
級
行
政
職
の
み
）

　

６
月
21
日
㈰

 

・
受
付　

午
前
８
時
30
分
か
ら

 

・
試
験　

午
前
９
時
か
ら

 

・�

場
所　

周
防
大
島
町
役
場
大
島

庁
舎
（
周
防
大
島
町
小
松
１
２
６

‐
２
）

第
２
次
試
験
（
初
級
行
政
職
の
１
次

試
験
合
格
者
と
社
会
福
祉
士
お
よ
び

土
木
技
師
の
書
類
選
考
合
格
者
）

　

８
月
２
日
㈰

 

・
受
付　

午
前
８
時
30
分
か
ら

 

・
試
験　

午
前
９
時
か
ら

 

・�

場
所　

周
防
大
島
町
役
場
大
島

庁
舎
（
周
防
大
島
町
小
松
１
２
６

‐
２
）

採
用
予
定
日

　

令
和
８
年
10
月
１
日

問
い
合
わ
せ

　

総
務
課 

人
事
行
政
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
０

採
用
予
定
人
員　

若
干
名

採
用
年
月
日　

令
和
９
年
４
月
１
日

受
験
資
格

⑴�

平
成
３
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
で
、
保
健
師
助
産
師

看
護
師
法
に
基
づ
く
看
護
師
免

許
を
有
す
る
人

⑵�

令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
に
看

護
師
国
家
試
験
に
合
格
見
込
み

の
人

受
付
期
間

　

４
月
15
日
㈬
～
５
月
11
日
㈪

　
（
郵
送
の
場
合
は
、
５
月
11
日
ま

で
の
消
印
有
効
）

申
し
込
み
方
法

　

履
歴
書
・
看
護
師
免
許
証
の
写

し
・
卒
業
証
明
書
（
写
し
で
も
可
）

を
、
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
に

看
護
師
免
許
取
得
見
込
み
の
人
は
、

卒
業
見
込
証
明
書
・
成
績
証
明
書

を
、
１
４
０
円
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒
（
Ａ
４
が
入
る
も
の
）

と
併
せ
て
、「
受
験
申
込
書
請
求
」

と
朱
書
き
し
た
封
筒
に
入
れ
、
郵

送
ま
た
は
直
接
お
届
け
く
だ
さ
い
。

試
験
方
法　

面
接
試
験
、
看
護
師

適
正
検
査
、
職
場
適
応
性
検
査

試
験
日　

５
月
30
日
㈯

試
験
会
場

　

周
防
大
島
町
病
院
事
業
局

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
　
　

　

周
防
大
島
町
病
院
事
業
局 
総
務
課

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
２
３
３
２

受
験
資
格

  

・�

平
成
９
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

17
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

人

 

・�

平
成
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
で
、
四
年
制
以
上
の
大

学
を
卒
業
ま
た
は
令
和
９
年
３
月

31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人

受
付
期
間　

　

４
月
24
日
㈮
～
５
月
14
日
㈭

第
１
次
試
験　

６
月
21
日
㈰

申
し
込
み
方
法

　

電
子
申
請
と
な
り
ま
す
。

※�

受
験
案
内
は
、
４
月
24
日
㈮
以
降

に
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
山
口
県
警
察
本
部
、

柳
井
警
察
署
で
も
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

 

・
採
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０
（
３
１
４
）
２
９
０

 

・
柳
井
警
察
署 

警
務
課

　

☎
０
８
２
０
（
23
）
０
１
１
０

募
　
集

急
募
　
10
／
１
採
用

周
防
大
島
町
職
員
募
集

周
防
大
島
町
病
院
事
業
局

看
護
師
募
集

警
察
行
政
職
員
（
大
学
卒

業
程
度
）
採
用
試
験

　

身
体
障
害
者
等
が
所
有
も
し
く

は
使
用
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い

て
、
障
害
の
程
度
に
よ
り
一
定
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
人
に
は
、

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
が
あ
り

ま
す
。
減
免
申
請
期
限
は
、
６
月

１
日
㈪
で
す
。

　

な
お
、
減
免
で
き
る
自
動
車
は

１
人
の
障
害
者
に
つ
き
普
通
自
動

車
を
含
め
、
１
台
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

○
軽
自
動
車
税

　

税
務
課 

課
税
第
1
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
８

○
自
動
車
税

　

柳
井
県
税
事
務
所

　

☎
０
８
２
０
（
23
）
２
１
２
１

お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
減
免
制
度
の

お
知
ら
せ

ホームページ


